
令和５年６月１６日 

地区連合町内会 会長各位 

神奈川保護司 会  
会長 天野 幸江 

第７３回「社会を明るくする運動」について（お願い） 

 
 時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。 
日頃より更生保護活動にご理解ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

「社会を明るくする運動」について、今年度は下記のとおり行うことになりました。 
ご多忙のおり大変恐縮ですが、可能な範囲でのご協力をいただければと存じます。6月下旬頃、
各地区の保護司が啓発ポスターをお届けに参りますので、その際に下記①から③の内容につい
て、ご相談をさせていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。 
 
① 地区懇談会（ミニ集会） 

地域住民の連帯を強め、地域の犯罪や非行を防止し、犯罪や非行を犯した人たちのたちなお
りを助けることへの理解と参加を促すために行う懇談会です。 
１地区上限８，０００円まで、開催経費を神奈川保護司会で負担いたします。 

運動紹介資料等もありますので、お手数ですが、開催をしていただける場合は事前に各地区の 
保護司または事務局までご連絡ください。 
 

② 街頭キャンペーン 
日 時：令和５年７月２１日（金）１５～１６時 
場 所：ＪＲ東神奈川駅（東西通路） 
集 合：ＪＲ東神奈川駅東口かなっくホール下（14:50に集合してください） 
内 容：｢社会を明るくする運動｣啓発のチラシ、ティッシュ等の配布 
街頭キャンペーンに参加可能な方は、人数把握のため、お手数ですが電話にて事務局までご連
絡ください。（締切：７月７日金） 

 
③ 啓発ポスター（A４サイズ）の周知協力  
  啓発ポスターについて、例えば自治会町内会掲示板の活用等にて周知協力をお願いいたします。 
 
啓発ポスターについては、６月下旬ごろ、各地区の保護司がお届けに参ります。その際に実施内
容等についてご相談をさせていただきますので、無理のない範囲でのご協力をお願いいたします。 
 

 
神奈川保護司会 
神奈川区反町１－８－４ はーと友神奈川１階 
神奈川区社会福祉協議会内 
犯罪予防部会会長・保護司会理事 下和田眞裕 
事務担当：神奈川区社協 井野 
℡：３１１－２０１４ FAX：３１３－２４２０ 







 
                                 令和５年６月１６日 

自治会・町内会長 各位 
                           神奈川県共同募金会神奈川区支会 
                            会 長  河 原 史 郎 
                           日本赤十字社神奈川区地区委員会 
                            委員長  日 比 野 政 芳 
     

共同募金並びに日本赤十字社の資材数確認について（依頼） 
     
時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃から、共同募金運動並びに日本赤十字社会費募集にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 
この度、今年度の共同募金運動資材と来年度の日赤資材の「必要数」と送付先の確認をさせ

ていただきたくお願い申し上げます。 
大変ご多忙の中、恐縮ではございますが、別紙「募集用資材数、送付先確認票」にご記入い

ただきご郵送、または QR コードを読み取りご回答下さいますよう、お願い申し上げます。 
 
【送付文書】 
○依頼文（本文書） 
○別紙 令和５年度共同募金・令和６年度日赤資材数確認票 
（※日赤資材は発注時期が前年度のため令和６年度の確認となっています。） 
○共同募金・日赤会費 資材一覧 
○返信用封筒 

記 

提出締切日：令和 5 年 7 月 14 日（金） 
提 出 先：神奈川区社協事務局 
提出の方法：郵送または QR コードを読み取り回答 

 

―留  意  事  項― 
資材送付希望がない場合は下記の資材のみお送りします。 

★ 共同募金 

（実施要綱１冊、振込用紙、ポスター２枚） 

★ 日本赤十字 

（議案書１冊、振込用紙、ポスター３枚） 

 
【事務局】 

                           神奈川県共同募金会神奈川区支会 
日本赤十字社神奈川区地区委員会                 

                           電 話：３１１一２０１４ 
FAX ：３１３－２４２０ 

                           担 当：米本・後藤    



令和５年度 共同募金 

令和６年度 日赤会費 

 

自治会町内会名  

                    担当者名：           連絡先：          
１.資材送付先確認  

（□にレ点をチェック願います。会館・その他の場合は住所等をご記入ください。） 

□会長宅  □会館  □その他  

【 会館・その他 の送付先】 

住所：                                             

氏名：                電話番号：                   

２.令和５年度 共同募金資材数 

（□にレ点をチェック願います。ご希望数がある時は、（ ）に必要数をご記入ください。） 

資材名 昨年度数 送付希望数 

募
金
用
資
材 

①一般募金封筒  □昨年度同数 □（   ）枚 

②年末たすけあい封筒  □昨年度同数 □（   ）枚 

③共通封筒  □昨年度同数 □（   ）枚 

④寄附済証  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑤ボランティア委嘱状  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑥リーフレット（あかいはね）  □昨年度同数 □（   ）冊 

⑦赤い羽根  □昨年度同数 □（   ）枚 

 

３．令和６年度 日赤会費資材数（※次年度分の確認になります。） 

（□にレ点をチェック願います。ご希望数がある時は、（ ）に必要数をご記入ください。） 

資材名 昨年度数 送付希望数 

⑧ボランティア委嘱状  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑨日赤会費受領証（単位：枚）  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑩日赤会費チラシ  □昨年度同数 □（   ）枚 

⑪日赤会費パンフレット（単位：冊）  □昨年度同数 □（   ）冊 

⑫日赤会費募集用封筒（単位：枚）  □昨年度同数 □（   ）枚 

※発送時期（令和６年４月下旬）前に資材が必要な場合は記入してください。【令和６年  月  日まで】 
※7月 14日（金）までにこちらの別紙にご記入の上郵送、または下記 QRコードを読み取りご回答ください。 

ご回答がない場合は昨年度と同様の内容で資材をお送りいたします。 

 

別紙 募集用資材数、送付先確認票 



共同募金 資材一覧 

① 一般募金封筒 ② 年末たすけあい封筒 ③ 共通封筒 

④ 寄附済証 

各戸に渡す募金の領収書 
⑤ ボランティア委嘱状 

募金を取りまとめていただく方にお渡しする 

⑥ リーフレット（あかいはね） 

⑦ 赤い羽根（シールと針があります） 



 

日赤会費 資材一覧 
 
    
 
 
                                                           
                                                        
    
 
 
 
 
  

                          
                                   

                                                       
       

  
 
 
 
 
 
 
 

⑩チラシ Ａ４版 
⑫募集用封筒 

⑪ パンフレット Ａ５版 

日赤の活動、会費の使途について、

詳しく記載されている冊子です。 

⑧ 委嘱状 

募金活動を行う班長さん等に 

身分証明としてお渡しします。 

⑨ 受領証 

各戸の募金に対してお渡しします。

ただし、使用については任意です。   



 

 

地域福祉保健計画に基づく 

「市民主体の身近な施設整備」の支援制度のご紹介について 

 

地域福祉保健計画（地区別計画）に基づく「市民主体の身近な施設整備」の支援制度を令

和５年度より開始しました。制度概要を記載したチラシを作成しましたので情報提供いたし

ます。 

施設整備をきっかけに、地域の皆様で取り組む身近な課題解決につなげていくとともに、

地域の活動がより広がっていくことを目指していますので、ぜひ、この制度をご活用くださ

い。 

 

１ 制度の概要 

（１）対象となる取組 

 地域福祉保健計画（地区別計画）に基づく取組 

（２）対象となる団体 

  自治会町内会（連合や単会）のような地域活動を行う組織 

（３）支援の内容 

   ア まちづくり活動支援 

・事前相談   ：区役所や地域まちづくり課の職員が相談に応じます 

・グループ登録後：団体へのまちづくり専門家の派遣、専門家によるアドバイス等 

  イ 施設整備 

  ・施設整備にかかる費用 最大100万円（９割助成） 

    例：交流施設のスロープや手すり、子ども食堂のためのキッチン整備など 

 

２ 支援と整備の流れ 

  事前相談→グループ登録→整備に向けた検討→ 整備費の交付申請→整 備 

・整備費の交付申請を行った場合は、その年度内で整備する必要があります。 

  ・本制度は次年度以降も継続を予定していますので、次年度での整備も可能です。 

   なお、次年度の整備をご検討中であっても、今からの相談が可能です。 

＜参考＞ 

支援制度の詳細は、横浜市ホームページに掲載 

 

 

担当：都市整備局地域まちづくり課 大嶽、大橋 

Tel 045-671-2696 

市連会６月定例会説明資料 

令 和 ５ 年 ６ 月 1 2 日 

都市整備局地域まちづくり課 

二次元コード 検索 身近な施設整備 横浜市 






